
船舶事故調査報告書 

令和元年８月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３１年４月３日 ０９時５０分ごろ 

発生場所 沖縄県名護
な ご

市大浦
おおうら

湾 

高墓
たかばか

埼灯台から真方位２６８°１.７海里付近 

 （概位 北緯２６°３２.２′ 東経１２８°０３.４′） 

事故の概要  砂利運搬船marumasa
マ ル マ サ

３号は、航行中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成３１年４月１０日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

砂利運搬船 marumasa３号、４９８トン 

１３３０７１、株式会社ホクセイ（船舶管理人） 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 船底外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長ほか３人が乗り組み、土砂約１,４００ｔを積載し、

バージに荷揚げする目的で大浦湾を北進中、船長が、先航船が減速し

ていることを認め、先航船との距離に注意を向け、本船が着けるバー

ジは左舷前方にあり、目視でふだんより早めに左舵を取って航行した

ところ、浅所に乗り揚げた。 

 本船は、上げ潮になって自然離礁した後、バージに左舷着けした。 

 本船の喫水は、船首約３.５ｍ、船尾約４.５ｍであった。 

 船長は、これまでにも本船で大浦湾のバージに荷揚げを行っていた

ので、浅所の位置を把握しており、ＧＰＳプロッターに同浅所を避け

た予定ルートを入力していたが、本事故当時、ＧＰＳプロッターを確

認していなかった。 

分析  本船は、北進中、船長が、先航船との距離に注意を向け、ＧＰＳプ

ロッターを使用した船位の確認を行っておらず、ふだんより早めに左

舵を取って航行したことから、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、北進中、船長が、先航舶との距離に注意を向

け、ＧＰＳプロッターを使用した船位の確認を行っておらず、ふだん

より早めに左舵を取って航行したため、浅所に乗り揚げたものと考え

られる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・ＧＰＳプロッター等を活用して船位の確認を行うこと。 



・先航船との船間距離を十分に確保すること。 

 


